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＝お知らせ＝  道私大教連事務所の移転につきまして 
 

道私大教連は 7月 12日に執行委員会を開き、前号でもお知らせしました通り 7月末の道私大教連事務所の

移転を正式に決めました。 

現事務所は道私教連（中高組合）と共用していましたが、今月末の道私大教連の引越しによって退去が完

了します。 

 

◆ 新事務所 ◆ 

〒００１－００１３  札幌市北区北１３条西３丁目２－１ 

アルファスクエア北 13条 

     ➡ 7月 30日の移転をめざして準備中です。 

     交通としては、地下鉄南北線「北 12 条駅」より徒歩 3 分です。 

     古い建物ではありますが地の利は抜群です。組合活動で活用いたしましょう。 

 

    ※今回の移転に伴い、電話番号等が変更になります。現在、工事の手配中です。 

詳細が決まりしだい、各加盟組織へお知らせします。 

 

引越し作業や各種工事（電話・ネット接続環境の変更）にともない、特に 7 月中は書記局へのご連絡等に

際しご不便をおかけすることが予想されます。御用の節はできるだけお早く申し付けください。 

 

     第 ５９ 号    発行： 北海道私立大学教職員組合連合書記局 

                     〒060-0001 札幌市中央区北 1西 10-1-11 

   （ ２０１９．７．１７ ）           ＊E-mail：hkifpu@yahoo.co.jp 

第 30 回 全国私大教研集会 ≪ 岐阜 ≫ 
８月３１日（土）～岐阜市内で開かれる私大教研の開催要項が発行されました。 

（各加盟組織へお送りしています。また、道私大教連の公式サイトにも掲載しています。） 

３０年目、３０回目の記念集会。その全体集会は「地方私大」をテーマとした講演です。 

 稚内北星大：斉藤学長による 「最北端のちいさな私大の挑戦」  

…ぜひ、多くの皆さまの参加を期待しています！ 
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日本私大教連 参議院選挙２０１９公開質問 回答集計結果 

 

※実施期間：2019 年 7 月 1 日から。 

※政党名は略称で記載しています。自民＝自由民主党、立憲＝立憲民主党、国民＝国民民主党、 

共産＝日本共産党、維新＝日本維新の会、社民＝社会民主党、れいわ＝れいわ新撰組 

 

問１．今国会で成立した「大学等修学支援法」について伺います。 

 

問１① 「大学等修学支援法」による授業料減免や給付型奨学金の財源は、消費税増税分に固定されてい

ます。貴党はこれについてどのようにお考えですか？ 

党名 賛否 理由 

自民 賛成 国民が均等に負担すべきだと考えます。 

立憲 反対 
今、消費税をあげれば、消費はさらに落ち込み、日本経済はますます停滞します。

消費税 10％への引き上げを凍結すべきです。 

国民 反対 

国の経済状況が厳しい時こそ、給付型奨学金や授業料減免といった機会の均等を保

障する制度・政策はその役割を発揮します。財源について、リーマンショック級の

事態が起こった時など消費税の引き上げが行われない場合の新制度の扱いについ

て、国会で質しましたが、政府からの明確な答弁がありませんでした。厳しい状況

を勘案しながら、新制度を確実に実施することができるような妥当性と公平性のあ

る財源の確保について法律で明記すべきと考えます。 

共産 反対 

経済的理由により就学が困難な低所得者世帯の学生を支援するとしながら、そうし

た世帯ほど負担の重い消費税をその財源とするものだからです。すでに消費税増税

を見込んで学費を値上げする大学が生まれるなど、高等教育無償化に逆行する事態

も起きています。消費税 10％への増税を国民に押し付ける口実として就学支援を打

ち出したこと自体が不当であり、就学支援の財源は、消費税増税に頼らない別の財

源に求めるべきです。 

社民 反対 消費税の引上げは国民生活に悪影響をもたらします。 

維新 反対 

本法案にわが党は賛成したが、令和元年 5 月 10 日の参院本会議の討論時に、賛成に

あたっての政府への要求として、教育に関わる大事な施策は安定した財源の下で継

続して行われるべきで消費税以外の財源を改革でもって生み出すべきだと申し述べ

【参院選挙】 各党公開質問状への回答が出揃う 
日本私大教連が緊急実施／学費・私大助成に関して 

  日本私大教連執行部は今月 23 日投開票の参議院選挙に際し、各党へ学費・私大

助成に関する政策を問う緊急の公開質問を送りました。このほど 7党から回答が

揃い、公表されましたので以下その全文を掲載します。 

…選挙まで残りあと 3日間。組合員の皆様へ「拡散」してください。 
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ている。 

れいわ 反対 消費税はすべての人が支払うのに、修学支援法の対象者が限られているのは不公平。 

 

 

問１② 「大学等修学支援法」の支援対象者および支援額は十分であると考えますか？  

党名 支援対象者 支援額 （コメント） 

自民 十分 十分 実施後の状況をしばらく見守り、判断したいと考えます。 

立憲 不十分 不十分  

国民 不十分 その他  

共産 不十分 不十分  

社民 不十分 不十分  

維新 不十分 不十分  

れいわ 不十分 不十分  

 

 

問１③ 「大学等修学支援法」において、「機関要件」（実務家教員の配置や外部理事の登用など）により

支援対象となる大学等を選別することについて、貴党はどのようにお考えですか？ 

党名 賛否 理由 

自民 賛成 公費を投入する以上、選別をするべきだと考えます。 

立憲 反対 （無記入） 

国民 その他 

要件を設けることすべてに反対するわけではありませんが、多彩な学びを阻害しか

ねない、大学の自治への侵害につながるのではなど、大学側からも懸念の声があが

っていることもあり、実務経験のある教員の割合や、外部人材の理事の複数任命な

どについて、疑問に感じています。 

共産 反対 

就学支援は本来、大学で学ぶ学生の権利保障であるにもかかわらず、支援を受ける

大学に「機関要件」を設けることは機会均等の原則に反します。実務経験のある教

員による授業科目を標準単位数の１割以上とし、法人の理事に産業界などの外部人

材を複数おくよう求める「機関要件」は、大学教育にいっそうの実学偏重を課すも

のです。設置認可の段階で一定の要件を満たしている大学にさらに要件を課す必要

はありません。学生が自ら選んだ大学で学ぶことができるよう支援することが求め

られているのであり、大学に要件を課し、学生が進学先を選ぶ自由を奪うことは許

されません。 

社民 反対 大学の自治や教育の自由を侵害するものです。 

維新 その他 
同法案についてはわが党の掲げる「教育無償化」実現の一歩として賛成したが、完

全教育無償化が目的であって、選別は別個の議論である。 

れいわ 反対 
実務教員や外部理事を修学支援法の支援の機関要件にすることは、産業界の意向を

忖度するように常に大学が求められることに繋がる。 
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問１④ 国際人権規約（社会権規約）が政府に義務づけている「高等教育の漸進的無償化」の実現のため

に、どのような施策を実施することが必要と考えますか？その財源とともにお答えください。 

党名 回答 

自民 
「貸与から給付へ」の流れと「有利子から無利子へ」の流れを加速するべきです。財源は今

後検討していきます。 

立憲 
教育は国が一義的な責任を持つという観点から、国連社会権規約の漸進的無償化を実現する

ことを前提に、国公私立大学の授業料を半額程度に引き下げます。 

国民 

日本は就学前教育における公的支出を含めた教育支出のうち、家計の私費負担の割合が

OECD 諸国の中で最も高くなっています。また、高等教育における私費負担割合も高く、重

い負担となっていることから、教育に係る予算の確保・充実を図り、著しく低い日本の教育

への公的負担を大幅に引き上げていきます。国民民主党は、「家計第一」の政策を総動員す

ることにより、国民生活を改善し、消費を増やして日本経済を本当の成長軌道に乗せていき

たいと考えています。税収があれば、教育支出に予算を振り向けることができます。 

共産 

お金の心配なく学び、子育てできる社会を実現するために、以下の政策を発表しています。

①すべての学校を対象に、大学・短大・専門学校の授業料をすみやかに半分に値下げし、段

階的に無償化をはかります。②給付奨学金は、政府案の低所得者を対象にした制度に加えて、

月額 3 万円（年額 36 万円）の給付奨学金制度をつくり、全体で 70 万人（現利用者の半分程

度）の学生が利用できるようにします。③すべての奨学金を無利子にします。以上の政策を

実現するには 1.75 兆円が必要です。私たちは、この政策を、緊急の課題として「暮らしに

希望を―３つの提案」（①8 時間働けば普通に暮らせる社会をつくる ②暮らしを支える社

会保障を築く ③お金の心配なく学び、子育てができる社会をつくる）の③のなかで位置付

けています。３つの提案をパッケージで実行するのに必要な財源は 7.5 兆円です。大企業へ

の優遇税制をあらため、中小企業並みの負担を求める（4 兆円）、富裕層優遇の証券税制を

あらため、最高税率を引き上げる（3.1 兆円）、米軍への「思いやり予算」などを廃止する

（0.4 兆円）ことで確保します。 

社民 大学の学費を引き下げることから始めます。財源は不公平税制を是正します。 

維新 教育無償化を憲法改正で盛り込むこと。大学等修学支援法のさらなる改正。 

れいわ 

国際人権規約 13 条 2 項は、高等教育の漸進的無償化の導入により、すべてのものに均等な

機会が与えられるものとするという内容であり、今回の法案は一部の低所得者層を対象にし

たものでしかない。授業料減免への国の財政支出の拡大を行うべきで、その財源は高所得者

層や大企業への課税、教育目的の国債発行を併用して行う。 

 

 

問２ 公的な貸与奨学金について 

政府・文科省は無利子奨学金を拡充してきたとしていますが、いまだ有利子奨学金が主体となって

います（2019年度予算では、貸与人員は無利子 57万人、有利子 76万人を想定）。 

 

問２① 現行の無利子奨学金の成績要件・年収要件等を大幅に緩和し、すべての貸与奨学金を無利子に一

本化すべきと考えますが、これについて貴党はどうのように考えますか？ 

党名 賛否 理由 

自民 その他 
一人でも多くの方の負担軽減を図りたいのですが、同時に責任のある貸与の在り方

が求められています。引き続き、最善の策を検討していきます。 
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立憲 賛成 
給付型奨学金および無利子奨学金を拡充し、過去の有利子奨学金の利子分を補填し

ます。 

国民 賛成 
学校卒業後に奨学金の返済に苦しめられる人を減らすため、すべての奨学金の利子

をなくすことを目指します。また、返済のいらない給付型奨学金を拡充します。 

共産 賛成 

奨学金のローン化によって、「奨学金返済に行き詰まり自己破産」など、本来若者

の夢と希望を後押しすべき奨学金が、若者の人生を狂わせるという正反対の結果を

もたらしています。このため、「多額の借金」を恐れて奨学金を「借りたくても我

慢する」学生が増え、アルバイトに追われて学業に専念できない学生が増えていま

す。学生が安心して使える奨学金にするために、すべての奨学金を無利子にすべき

です。 

社民 賛成 教育の機会均等を保障することが必要です。 

維新 その他 

高等教育の無償化が実現していない現状では奨学金制度の改善に賛成できる。ただ

本来は高等教育を含めた全課程の教育無償化を実現すべきである。我が党が与党と

なった大阪府では大阪府大と大阪市立大の学費を減免する府独自の実質無償化制

度を新設する方針であり、学生の貸与奨学金の利用も減らせると考える。 

れいわ 賛成 
利子を取る奨学金は単なる「教育ローン」であって奨学金とはいえない。日本学生

支援機構はサラ金と同じである。 

 

 

問２② 現行の「所得連動返還方式」は 2017（平成 29）年度以降の無利子奨学金採用者にしか適用されま

せん。これを現在、無利子奨学金を返還している人々にも拡大することについて、貴党はどのよう

に考えますか？ 

党名 賛否 理由 

自民 その他 ①と同じ。 

立憲 賛成 （回答なし） 

国民 賛成 
奨学金を借りている人については、所得に応じて無理なく返済できる所得連動返還

型無利子奨学金や、返還猶予制度などをより柔軟に運用します。 

共産 賛成 

奨学金を無理なく返還できるように、卒業後の進路さえ見当もつかない大学入学前

に毎月の返済額が決まる現行のやり方を改め、卒業後の年収階層別に返済額を決め

るなど、貸与奨学金を所得に応じて返済する制度にするべきです。「年収 300 万円

以下は返済を猶予」する期間を延長し、延滞金を廃止するなど、少ない所得から無

理に返済させることのない制度にする必要があります。同時に、特定の学生に限る

のではなく、貸与奨学金全体を対象にするべきです。 

社民 賛成 ①と同じ。 

維新 その他 
高等教育の無償化が実現していない現状では奨学金制度の改善に賛成できる。党内

議論を深めていく。 

れいわ 賛成 

奨学金返済で苦しんでいる人は、平成 29 年以前の制度導入前にも存在するのだし、

就職氷河期世代の生活者を考えれば、所得連動型の返済は過去にさかのぼって実施

されるのが当然だと考えます。 
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問２③ 現行の「所得連動返還方式」を、有利子奨学金にも拡大することについて、貴党はどのように考

えますか？ 

党名 賛否 理由 

自民 その他 同上。 

立憲 賛成 （回答なし） 

国民 賛成 ②と同様ですが、有利子にも拡大すべきだと考えます。 

共産 賛成 同上。 

社民 賛成 同上。 

維新 その他 同上。 

れいわ 賛成 
②と同様で、利払いで苦しんでいる返済対象者への支援こそ更に、その所得に配慮

して行うべきだと考えます。 

 

 

 

問３．私立大学等経常費補助について 

私立大学・短期大学の教育研究活動の基盤を支える私立大学等経常費補助（以下、私大経常費補助）

は、経常費の 2 分の 1 補助（補助率 50％）を目指すとした制度創設当初の目標から大きく乖離し、2015

年度には補助率 9.9％という低水準にまで削減されています。 

 

問３① ２分の１補助を目指すとされてきたにもかかわらず、大学数・学生数の増加に反比例して補助率

が 10％以下にまで削減されてきた事実について、貴党の見解をご記入ください。 

党名 回答 

自民 

私立大学は大学生数の 7 割強を占め、日本の発展を支えています。その私立大学における教

育と研究の質の向上を図るため、私学助成については、私立学校振興助成法の理念に基づき

経常的経費の 10％以上を確保するとともに、2 分の 1 補助を目指します。 

立憲 
建学の精神や大学の個性と多様性を尊重し、多様な教育の機会を確保するとともに、公私間

格差の是正のため、私学助成の充実を推進します。 

国民 
日本の大学教育の大きな割合を担い、多様な教育の機会を提供している私学に対しては、私

学助成の充実を図るべきだと考えています。 

共産 

私立大学の「経常費の 2 分の１助成の速やかな達成を目指す」とした国会決議（1975 年）

をないがしろにして、経常費のたった 9.9％（2015 年）しか補助していないことは問題です。

しかも、2016 年から経常費補助率を公表しなくなったことは重大です。都合の悪いものは

隠してしまう安倍政権特有の害悪がここにも現れています。国会決議にしたがって、速やか

に２分の１助成を実現すべきです。 

社民 補助の減額方針は転換しなければなりません。 

維新 

我が党は高等教育の無償化を推進しているが、私大経常費と学生が支払う学費の兼ね合い、

学生への教育バウチャー的な支援など諸々含めて、私大経常費補助に関して引き続き党内議

論を深めていく。 

れいわ 
国（財務省）のどケチぶりが国力を衰退させていることは結果として現れている、としか言

いようがありません。 
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問３② 貴党は 2 分の 1 補助を実現すべきと考えますか？ 実現すべきとお考えになる場合、いつまでに

達成すべきと考えますか？ 

党名 実現の是非 達成時期 

自民 １．実現すべきと考える ４．その他（可能な限り早く） 

立憲 （回答なし） （回答なし） 

国民 ３．その他 

４．その他（私立大学等経常費補助のあり方については、日

本私大教連の今年 3 月のご見解にもありますように、予算配

分の「メリハリ付け」ではなく、あまりにも低水準の補助の

総額を大幅に引き上げることだと考えています。） 

共産 １．実現すべきと考える １．5 年以内 

社民 １．実現すべきと考える ２．10 年以内 

維新 ３．その他 （回答なし） 

れいわ １．実現すべきと考える １．5 年以内 

 

 

問３③ 政府は 1982年以降、私大経常費補助のうち基礎的・基盤的な補助である「一般補助」予算額の削

減を続けてきました（2011年度の「一般補助と特別補助の組み替え」を除く）。この事実について、

貴党の見解をご記入ください。 

党名 回答 

自民 
苦しい財政状況にありますが、私立大学の振興を図るため、引き続き、一般補助の増額に努

めていきます。 

立憲 （回答なし） 

国民 
毎年金額の変わる不安定な特別補助ではなく、基礎的・基盤的な補助である「一般補助」で

あるため、「一般補助」は削減すべきではないと考えます。 

共産 

教員数や学生数に応じて配分される一般補助の圧縮率は、2002 年まで 95％を下ることはな

いのに、安倍政権になってから 60％台に落ちこんでいます。一般補助の約３割以上（約 1200

億円）をカット（圧縮）していることは重大です。これは、政府が教職員の人件費単価を引

き下げているとしても過言ではありません。圧縮率が悪化している原因の一つは、私立大学

が少人数教育やアクティブラーニングの導入などのために教員を増やしているのに見合っ

て一般補助を増やすべきにもかかわらず、逆に削減していることにあります。教育の質の向

上のためにも私学助成の増額は必要です。 

社民 予算額について計画的な増額をはかる必要があります。 

維新 
教育無償化の実現推進の中で「一般補助と特別補助の組み替え」についても党内議論を深め

ていく。 

れいわ 
大学運営に不可欠な経常的支出への補助をおこなう「一般補助」の削減は各私大の基礎体力

を奪っている問題のある政策である。 
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問３④ 政府はこの間、私大経常費補助「一般補助」が学生数・教職員数などの定量的基準によって配分

されていることを問題視し、「アウトカム指標」などによる評価に基づく配分基準を導入しました。

これについて貴党は、どのようにお考えになりますか？ 

党名 賛否 理由 

自民 賛成 
今後、アウトカム指標を活用したメリハリある配分により、教育の質を高めて

いきます。 

立憲 
（回答な

し） 

（回答なし） 

国民 その他 
上記と同じ回答になりますが、予算配分の「メリハリ付け」ではなく、あ

まりにも低水準の補助の総額を大幅に引き上げることだと考えています。 

共産 反対 

私大経常費補助を定めた私立学校振興助成法は、助成の目的は、私立学校の教

育条件向上、私立学校の学生の経済的負担の軽減、私立学校の経営の健全性を

高めることと定めています。政府は、「アウトカム(教育の成果）指標も含めた

客観的指標を活用したメリハリある資金配分により、教育の質の向上を促進す

る」とうたっていますが、教育の成果を政府が画一的に評価することはやるべ

きではありません。財政制度等審議会などが「教育アウトカム指標」の一例と

して、卒業生の奨学金の返還延滞率を示したこともありますが、大学が卒業生

の返還に責任を持つことはできません。延滞率を私学助成の配分基準の指標に

すれば、所得の低い地方の私立大学の助成が削られることになります。地方の

私立大学つぶしにつながり、教育の機会均等に反する暴論です。2019 年度予

算のアウトカム指標の具体的中身はまだ決まっていません。年度末に決まると

みられますが、その検討過程が公表されないのは公正さを欠くことになりかね

ません。「アウトカム指標」にもとづく配分は、政府による私学への介入を強

める仕組みとなる可能性があります。私学助成の本来の目的に反するものであ

り、反対です。 

社民 反対 （コメントなし） 

維新 その他 教育無償化の実現推進の中で配分基準についても党内議論を深めていく。 

れいわ 反対 
成果主義に基づく配分を増やすことは、競争によって大学同士を結果的に国が

疲弊させていることに他ならないので見直すべき。 

 

 

 

問３⑤ 政府は、私大経常費補助の配分基準において、定員割れ私大に対する補助金の減額強化を推進し

ています。大学等修学支援法においても、定員割れで経営悪化している大学を支援対象から除外し

ています。この政策について、貴党はどのようにお考えになりますか？ 

党名 賛否 理由 

自民 賛成 公費を投入する以上、経営に課題がある大学は対象外とするべきです。 

立憲 
（回答な

し） 

大学等における修学支援に関する法律によって、これまでの私学助成による大

学授業料減免が後退しないようにします。 

国民 反対 

大学等就学支援法において支援対象から除外していることについては、本来は

大学の認可や助成等にあたって対応すべき問題であり、学生に対する支援の条

件にすることは筋が違うのではないかと考えています。 
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共産 反対 

そもそも教育の質を定員の充足率で測るのは誤りです。文科省もわが党議員の

質問に「定員充足の状況のみが私立大学等の教育の質を表すものではない」と

答弁しています（2018 年 6 月 6 日、衆議院文部科学委員会）。地方経済が疲弊

するもとで、地方にある小規模の大学が定員未充足になる傾向があります。定

員割れだからと私学助成の減額を強化すれば、地方私立大学は撤退に追い込ま

れ、大都市部との進学格差がますます開いてしまいます。「定員割れ」の大学

に私学助成を減額・不交付する措置は直ちに廃止するべきです。 

社民 反対 （コメントなし） 

維新 その他 定員割れの理由が何かを把握しないと一概に賛否を判断できない。 

れいわ 反対 
安易に定員割れのみを理由に補助金を減額させることで、地方大学がますます

厳しくなり、大学の大都市集中が起きかねない。地方創生など起きようもない。 

 

 

問３⑥ 上記⑤に関連して、定員割れ私大の多くは地方の厳しい外部環境のなかで、地域社会に大きく貢

献しているケースがほとんどです。私大経常費補助の減額強化策は、地方創生の核と位置づけられ

ている地方大学をいっそう衰退させるものであると私たちは考えます。貴党は、地方中小規模私大

の振興について、どのような政策をお持ちですか？ 

党名 政策 

自民 

地方の私立大学は地域の中核的な役割を担っており、地方の私立大学の衰退は地域の衰退に

繋がります。そこで、私立大学が所在する地域の地方公共団体や産業界等と連携して行う専

門人材の育成など、地方創生に資する多様な取組について、地方創生推進交付金の活用等に

より積極的に支援を図っていきます。 

立憲 地方大学の重要性に鑑み、地方中小規模私立大学の振興について検討していきます。 

国民 
地域における教育機関、地場産業、地方自治体の協力と連携を強化し、教育・研究・地域産

業・地域再生の拠点としての大学のあり方を検討していきます。 

共産 

中小私大、地方私大には増額配分し、定員確保の努力を支援する助成事業を私学の自主性を

尊重しつつ抜本的に拡充するなど、私立大学の二極化の是正をめざします。「経営困難」法

人への指導と称して私立大学の運営に国が不当に介入することに反対します。 

社民 地域で果たしている大学の役割は非常に大きく、国・自治体・住民の連携が必要です。 

維新 

我が党は地方分権を推し進め、東京一極集中を打破し、自立分散型で持続可能な、地域の実

情にあった統治の仕組みを作ることを訴えている。地方分権が進む中で地方中小規模私大の

役割が今以上に重要になり、その中で振興が可能になる。 

れいわ 

山本太郎は地方大学の振興に関連し、18 年の内閣委員会で次のような支援策を盛り込んだ

修正案を提出しました。◆地元（地方）の大学卒業後 5 年間、その地元で就職するものは教

育費は全額、国負担。◆住まいをしっかり確保する「ハウジングファースト」の観点から、

修学・就業期間の間は、住居費用は 3 分の 2 を国が負担する。◆「実家が東京を含む三大都

市圏にある者」が、地方の大学に入学したり、就職したりする場合にも、教育費は全額国の

負担、住居費は国が 3 分の 2 を負担する。◆一方で、三大都市圏の中で進学する場合には、

国による学費の負担は全額ではなく、人口規模でその負担率を定めるようにする。 
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問４．公財政支出における私立大学・国立大学間の格差について 

 2015年度予算額の私立大学等経常費補助と国立大学法人運営費交付金を学生一人あたり額で比較すると、

私立大学が 14.1万円であるのに対し国立大学は 180.2万円で、私立は国立の 13分の 1でしかありません。

これを国際比較すると、OECD加盟諸国 29か国のうち国立大学は第１位、私立大学は最下位となっています

（OECD,2015）。 

 

問４① こうした私立大学と国立大学への公財政支出における根本的な格差を縮小させるために、貴党は

どのような対応をしてきましたか？（「その他」選択の場合はコメント） 

党名 対応 コメント 

自民 ４．その他 

政務調査会・文部科学部会の下に設置されている私

立大学等振興小委員会で協議を重ね、同委員会にお

いて決議を採択し、政府に要請してきました。 

立憲 １．政策立案し、国会で取り上げた  

国民 ４．その他 

私学の建学の精神や大学の個性と多様性を尊重する

とともに、多様な教育の機会を確保するために私学

助成の充実を図るべきだと考えています。 

共産 １．政策立案し、国会で取り上げた  

社民 １．政策立案し、国会で取り上げた  

維新 
３．政策立案していないし、国会でも

取り上げていない 

 

れいわ （回答なし）  

 

 

問４② ①で「１」を選択された場合、それはどのような政策か具体的にご記入ください。 

党名 回答 

立憲 公私間格差是正の重要性に鑑み、今後さらに検討していきます。 

共産 

国立との格差を是正するため、私立大学にも国公立大学と同様に公費を支出する「公費負担」

の原則を確立します。格差是正の第一歩として、公費負担によって私大の授業料を半額化し、

国公立大学との格差を縮めます。そのために私学助成の中に、学費値下げ緊急助成枠をつく

ります。 

社民 教育予算 GDP５パーセント水準の実現。 

 

 

問４③ 上記の政策を実現するための予算規模と財源についてお答えください。 

党名 回答 

自民 回答必要なし。 

立憲 今後検討します。 

国民 具体的な予算規模については検討しておりません。 

共産 

予算規模は 9 千億円。大企業への優遇税制をあらため、中小企業並みの負担を求める（4 兆

円）、富裕層優遇の証券税制をあらため、最高税率を引き上げる（3.1 兆円）など、消費税に

頼らない別の道で確保します。 
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社民 約 10 兆円。財源は不公平税制を是正。 

 

 

問４④ ①で「国会で取り上げた」とご回答された場合、いつ、どのように取り上げたのかをご回答くだ

さい（いつの議事録を参照との回答でもかまいません）。 

党名 回答 

立憲 立憲民主党 2019 政策集に盛り込んでいます。 

共産 

・2015 年 5 月 13 日、大平喜信衆議院議員（当時）が、文部科学委員会で「基準額の算定そ

のものが否定されかねない」として一般補助の圧縮率の悪化を批判し、一般補助の拡充を求

める。 

・2018 年 6 月 6 日、畑野君枝衆院議員が、文部科学委員会で、文科省が定員割れした私立

大学への助成を唐突に減額したことを批判し、抜本的拡充こそ必要だと迫る。 

・2019 年 3 月 6 日、吉良よし子参院議員が、予算委員会で、私立大学も含めてすべての学

生の授業料を半額にする政策を提案。 

社民 吉川はじめ議員が、所属する衆院の文科委員会で取り上げた。 

 

 

問４⑤ 今後、私大・国立大学間の公財政支出格差を解消することについて、具体的な政策を立案します

か？立案する場合、選挙公約に記載しますか？ 

党名 回答 

自民 
１．はい。公約ではないのですが、「総合政策集 2019Ｊ-ファイル」の項目 183 の「公私間

格差の是正・私学助成の拡充」に掲げています。 

立憲 
１．はい。「建学の精神や大学の個性と多様性を尊重し、多様な教育の機会を確保するとと

もに、公私間格差の是正のため、私学助成の充実を推進します。」と記載。 

国民 回答不可能。今後の政策立案については、党内で議論してまいります。 

共産 １．はい。立案し、選挙公約に記載する。 

社民 １．はい。立案し、選挙公約に記載する。 

維新 

該当なし。教育無償化の実現推進の中で、私大・国立大間の公財政支出格差の件についても

党内議論を深めていく。この５月に大阪府の吉村府知事が大阪府大と大阪市立大の学費を減

免する府独自の実質無償化制度を新設する方針を打ち出しており、公立大の地方公共団体か

らの運営費交付金との兼ね合いも参考にしつつ、議論を深めていく。 

れいわ 
この論点についての掘り下げが足りず、現時点では具体的改善策の提案はできないのが正直

なところです。今後ともご指導賜りますようよろしくお願いします。 

 

 

以上です。回答があった７党からのものをそのまま掲載しました。 

 


